
大仙市工場等建物・設備等取得支援補助金（詳細情報・フロー図）

▼ 新規誘致企業 補助対象経費の３０％（※３５％）
▼ 増設企業 補助対象経費の１０％（※１５％）
▼ 移設等企業 補助対象経費の５％（※１０％）

※秋田県の「あきた企業立地促進助成事業補助金」に該当した企業。

補助率と

補助金の額

①市外の企業で市内に新規に工場等を新設するもの【新規誘致企業】
②事業拡大を目的に工場等の延床面積増を伴う投資を行う市内の企業でア～ウに該当するもの【増設企業】
ア 同一敷地内、又は別の土地に工場等を新たに設置又は既存工場等を拡張するもの。
イ 既存工場等の一部又は全部を廃して、同一敷地内又は別の土地に工場等を新規設置又は拡張するもの。
ウ 移設等企業のうち、従業員が投資前より1.5倍以上増加するもの。
③市内の事業所で、事業拡大を目的に工場等の延床面積増加を伴わない投資を行う企業【移設等企業】
ア 既存工場等の一部又は全部を廃して、同一敷地内、又は別の土地に工場等を新設・増設。
イ 設備投資のみ（建屋の投資がない）。

１ 補助対象者（次の①～③のいずれかに該当）

（１）補助対象経費【事業の用に供される固定資産】
所得税法施行令(昭和４０年政令第９６号)第６条第１号から第７号までに掲げる減価償却資産

（２）指定企業の償却資産台帳に搭載されるもの。

３ 対象経費（１）及び（２）を全て満たすこと

４ 申請手続きの流れ

○事業の用に供する固定資産の支払完了（投資要件達成）
○２（２）に定める要件を達成（雇用要件達成）
指定申請した日から「操業開始日の１年後の日」までに雇用要件を達成すること

補助金の請求は市から送付される額の確定通知の後となります。

①指定申請書
様式第１号

②事業計画書
様式第２号

③操業開始届
様式第６号

②指定通知書
様式第３号

操業開始から１０日以内に提出

受
理

企業の動き 大仙市の動き

⑤補助金交付決定兼
額の確定通知書
様式第８号

④補助金交付申請兼
実績報告書
様式第７号

⑥請求書提出

⑦企業への補助
金支払い書面の審査及び現地確認を経て

交付額の確定

申請内容の精査・確認

他、事業承継、計画変更の様式もあります（様式第4号、
5号、9号、10号）。

（１）固定資産取得額
【新規誘致企業】5,000万円超 【増設企業・移設等企業】3,000万円超

（２）新規常用雇用
新規誘致企業 ５名以上の新規常用雇用
増設企業・移設等企業 「５名以上の新規常用雇用」又は

「２名以上の新規常用雇用かつ事業所全従業員の2.5％以上の賃上げ」

２ 補助要件（１）及び（２）を全て満たすこと


